
こどもの文化芸術鑑賞機会向上事業 

～助成申請の手引き～ 

 

 

１ 事業の目的 

近年の物価高騰により、家庭の文化芸術活動への支出が削減され、子どもたちの文

化芸術体験の機会に格差が生じていると言われています。 

本事業では、県内の学校が、文化芸術団体（個人を含む。）を招聘して実施する文

化芸術の公演・ワークショップ等（以下「公演等」）に係る経費を支援し、子どもの

文化芸術体験の格差の低減を図ります。 

 

 

２ 助成対象 

（１）対象校 県内に所在する以下の学校 

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校、専修

学校（高等） 

（２）対象となる活動 

学校または PTAが企画する文化芸術活動の鑑賞・体験 

※PTAが企画する場合においても申請手続きは学校が行うこと 

例：音楽（オーケストラ、室内楽、吹奏楽、オペラ、合唱、三味線、雅楽など） 

演劇（現代劇、人形劇、ミュージカルなど） 

舞踊（バレエ、コンテンポラリー、ジャズダンス、フラメンコなど） 

伝承芸能（神楽、歌舞伎、能・狂言、人形浄瑠璃など） 

演芸（落語、講談、浪曲など） 

 

 

３ 助成内容 

（１）助成上限額：１校当たり５０万円を上限 

申請回数 ：１回 

（２）対象経費 

ア 公演団体への謝礼金 

イ 公演団体の交通費・宿泊費（１泊まで） 

ウ 学校以外の会場で実施する場合の会場使用料、冷暖房料、付帯設備使用料 

（３）本事業の予算上限額：２，７００万円（上限額に達し次第、申請受付を終了） 

   うち、８００万円については、伝承芸能や演芸、和楽器など日本の伝統文化に係

る枠とする。 

 



４ 申請から公演団体等への支払いまでの流れ 

①学校が公演団体を選定※１し、見積書※２を徴取 

（市民ホールなどを利用する場合は当該施設の使用に係る見積書※３を含む） 

※１…予算に限りがありますので、可能な限り県内又は近県の団体で選定してください。 

※２…見積書は、公演に係る費用と交通費を分けて記載してもらってください。 

※３…公演団体により使用する設備等が変わってくる可能性があるので、公演予定団体に

も予めご確認ください。 

 

②「助成申請 Webフォーム」に必要事項を記入し、見積書及び公演等（公演の実施主

体）の概要が分かる資料を添付して、Web申請 

  

③申請内容の確認（県の受託事業者） ※先着順となります 

 

④助成決定通知（県の受託事業者） 

 

⑤公演等の実施 

 

⑥「公演等実績報告 Webフォーム」に必要事項を記入し、請求書を添付して、Web報

告（請求書の添付） 

 

⑦実績報告書の内容確認（県の受託事業者） 

 

⑧公演実施団体等へ県の受託事業者が支払 

 

⑨支払完了を学校へ連絡 

 

 

５ 助成申請の方法 

（１）Web申請 

右の二次元コード又は以下の URLから助成申請ページにアクセ

スし、必要事項を記入して申請してください。 

  https://logoform.jp/login/・・・・・・・・・・・・・・・ 

   登録完了後、「入力内容を印刷する」からプリンターを選択して印刷するか、Ｐ

ＤＦ変換ドライバーを選択してＰＤＦに変換してデータを保存するようお願いしま

す。 

 

 

 

 

二次元 
コード 

https://logoform.jp/login/・・・・・・・・・・・・・・・


（２）助成要件（全て満たす必要あり） 

ア 県内の学校であること 

イ 公演等の内容が文化芸術活動の鑑賞・体験であること 

ウ 令和９年３月 14日（日）までに公演等を実施・完了すること 

エ 対象経費の見積書が添付されていること（スキャンデータ又は写真データ） 

（３）助成決定 

申請内容を確認し、助成要件を全て満たしていることを確認できた場合は、申請

フォームに記載のメールアドレスに助成決定をご連絡します。 

 

 

６ 公演等実績報告の方法 

（１）Web申請 

右の二次元コード又は以下の URLから実績報告ページにアクセ

スし、必要事項を記入して申請してください。 

  https://logoform.jp/login/・・・・・・・・・・・・・・・ 

   登録完了後、「入力内容を印刷する」からプリンターを選択して印刷するか、Ｐ

ＤＦ変換ドライバーを選択してＰＤＦに変換してデータを保存するようお願いしま

す。 

（２）確認事項 

  ア 申請時と実施内容に大きな変更がないこと 

イ 実績額が助成決定額を超えていないこと 

ウ 対象外経費が含まれていないこと 

  エ 請求書が添付されていること 

 

 

７ 支払いについて 

実績報告の確認後、委託事業者が公演実施団体等へ直接支払いを行います。 

支払完了後、学校へ連絡があります。 

 

 

８ その他の留意事項 

本事業に関する証拠書類（助成申請や公演等実績報告フォームの写しを含む。）は、

事業実施後５年間保存しておいてください。 

 

二次元 
コード 

https://logoform.jp/login/・・・・・・・・・・・・・・・

